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保 医 発 09ユ0第 1号

平成22年 9月 10日

｢特定保険医療材料及びその材料価格 (材料価格基準)▲の一書陣 正に伴 う華定

保険医療材料科 (使用歯科材料料)･の算定について｣の一部改正に･jいて ･

今般､･｢特定保険医療材軸及びその材料価格 (材料価格基準)の一部を改正する触 (平頭22

年厚生労働省告示第342号)が公布され､歯科用貴金属材料の材料価格準走が行われたところ

である｡これに伴い ｢特定保険医療材料及びその材料価格 (材料価格基準)J(平成20年厚生労

働省告示第61号)めⅥに規定する醇定保険医療材料の算定について､関連する通知を下記のと

おり改正するので､,その取扱し準 遺漏のないよう､頂 管下の保険医療機臥 審査支払機関等に

対して周知徹底を図られたい｡

なお､本通知は平成岳2年10月 1日から適用する｡

記

｢特定保険医療材料及びその材料価格 (材料価格基準)の一部改正に伴 う特定保険医療材料

料 ■(使用歯科材料料)の算定について｣(平成22年3.月5日嘩医発0305酪 6号).の別紙 1を次

のよう･に改正するo



lJr



(別紙 1)

材▲科料

MOO2 支台築造 (1歯につき)

1 メタルコア

(1) 大臼歯

(2ト 小臼歯 ･.前垂

2 Jfの他

(1) 大臼歯

(2) 小臼歯 ･前歯

MOO5 装着

1 歯冠修復物 (1個につき〕

･(1) 歯科用合着 い接着材料 Il

t2) 歯科用合着 ･接着材料Ⅱ

(3) 歯科用合着 ･接着材料Ⅲ1
2 仮着 (1歯につき)

3･副子の装着q).場合 (1歯につき)

rlJ 歯科用合着 ･接着材料 Ⅰ

(2) 歯科用合着 ･接着材料Ⅱ

制 歯科用合着 ･盛者材料Ⅲ又は歯科充填用即時硬化 レジン

MOb9 充填 (1窟洞につき)

〔金属小釘を使用 した場合は次の材料料と金属小釘料との合計により算定する｡〕

1 銀錫アマルガム

(1) 単純なもの

(2) 複雑なもの

･2 歯科充填用材科 Ⅰ･

46点

29点

32宜

21点

16点

12点
4点
4点

16･点

12点

~4点

1･3点

2,8点

flト 単純なもの 11点

(21 複雑なも,の 28点

注 クリアアイノLICRインレー､パルフィークインレー､-クJL,ツァーインレーCSセット､メ

リーエムレジンインレ-システム､ベルフィールインレートティ ト'フィルCRインレーを用

いて､イ ンレー修復の単純なものを行った場合の保険医療材料は釦こよlりt.イン心一修復の

複雑なものを行った場合の保険医療材料ij:(1)及び(2):kl合算■し算定するDL

3 歯科充填用材料 Ⅱ

(1) 単純なもの ､ 5点

は) 複雑なもの 11点

睦 sR-イソシッ.トインp-を用いてインレー修復の単純なものを行った場合の保険医療材

料酎2)により､イ･ンレー修復の複雑なものを行った場合の保険医療材料は(1汲 び(2ほ 合算 し

.算定するD

4 歯科充填用材科 Ⅲ

MOIO 鋳造歯冠修復 (1佃につき)

1 14カラッ●ト金合金

(1) インレー

複雑なもの

(2) 4分の3冠

2 金銀パラジウム合金 (金12%以上)

2点

426点

533点



出 ■大臼歯

イ インレー

a 単純なもの

b 複雑なもの

ロ 5分 の4冠

ハ 全部鋳造冠

(2) 小臼歯 ･前歯 1

イ イン レー

a 単純なもあ-

b 療雑なもの

ti 4分の.3冠

ハ 5分の4冠

-.全部鋳造冠一

3 鋳造用ニ ッケルクロム合金

(11 大臼歯

イ イン'レ-

a l単純なも.GD

b.複雑なもの

ロ 5分の4冠

ハ 全部鋳造冠

(2) 小日華 ･前歯

イ ~イン レー

a 単純なもの

や 複雑なもの

tj 4分 の◆3冠･

ハ 5分の4冠

二 全部鋳造冠

4'■銀合金

(1) 大臼歯 rl

イ インレー

a`単純なもの

b 複雑なもの

ロ 5分の4冠

ノン､全部鋳造冠

12)1小臼歯 ･前歯 ･乳歯

イ イン レー

a 単純なもの

b L複雑なもの ･

ロ .4分の3冠 (乳歯を除く｡〕

ハ 5分の4冠 (乳歯を除く｡)∫

ニ 全部鋳造冠

MOll 前装鋳造冠 -(1歯につき)

耳 金銀パラジウム合金 (金12%以上)を用いた場合

2 鋳造用ニ ッケルクロム合金を用いた場合 ,

3 銀合金を用いた場合

96点

178点

224点

282点
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白点

19点
20点

20点

25.点

2 5 2点

17点

56点



MO14 ジャケット冠 (1酎 こつき)

膝 の材料料と人工歯料との今計により算定するJ

l歯につき

MO15 毛更質レジンジャ'ヶット冠 (1歯につき)

1 歯冠用加熱富合葦質レジン

2 歯冠用光重合貢吉富レジン

MOlG 乳歯金成冠 (･1藷につき)

MO.17 ボンティH T(ダミー日 1酎 こつき)･

1 鋳造ポンティック (ダミー)

(i) 金銀パラジウム合蜜 (金12%以上)

イ 大臼歯

口 小臼歯

(2) 銀合金又はニッケルク,ロム合金

大臼歯 ･小臼歯

2'金属裏装ポンティック (ダミー)

〔次の材料料 (金属材料料とレジン財科料を含む.)と人工歯料との合計により算定するo]

(ll 14カラッ ト金合金

~ ■(2) 金銀パテジウ.ム合金 (金12%以上)

ィ. 前歯

口 小臼歯

(3) 銀合金又はエアケルタロヰ合金

前歯 ･小臼歯

3 前装鋳造ポンティック (ダミー)

(i) 金銀パラジウム合金 (金120/O以上)を用いた場合

鳳 銀合金女は=.ツケルクロム合金を用いた場合

MO18 有床義歯

t次の材科料と人工歯料との合計により算定する｡〕

Ll 局部義歯 (]ー床につき)

(1) 1歯和ら一4歯まで

■(2) 5歯むら8歯まで

(31 9歯から11歯ま七･

(41 12歯から14歯まで.

･;2 総義歯 (1顎につき)

MO19 熱可塑性樹脂有床義歯 (1床につき)

E次の材料由と人工歯料との合計に▲より算定する_o'〕

熱可塑性樹脂有床義歯 (1床にづき)

叩020 鋳造釣 (1個につき).
1 14カラット金合金

(1) 双歯銀

イ 大 こ■小臼歯

口 犬歯 ･小.臼歯

(21 両翼鈎r(LTス トつき)

.イ 大臼歯

口 犬歯 ･小臼歯

ハ 前歯 (-rgl歯)

2点

8点

213点

29点

400点

132点

16◆6点

20点

195点

3.8点･

2点

3点

5串

8点

10点

48点

637点

518点

518点

398点

306点



2 金銀パラジウム合金 (金12%以上)1

(1) 双歯駒

イ 大 ･小臼歯

ロ ∵犬歯 ･小臼歯

(2) 両翼鈎 (レス トつき)

イ 大臼歯

口 犬歯 ./J､白歯

ハ 前歯 (切歯)

3 鋳造用二 予ケルクロム合金､鋳造用ヲバル トク.ロム合金

'MO21.'線鍬 (-1個につき)

1 不鋳鋼及 び特殊鋼 ･

2 14カラッ ト金合金

(汀 双歯鈎

･(2) 両軍鈎 (レス トつき)

MO畠2 フ ック､｢スパー (1個につき)

不鋸鋼及び特殊鋼

MO23 バー (1個につき)

･.1 鋳造バー

(1) 金銀パ ラジウム合食 (金12%以上)

(2) 鋳造用ニッケルクロム合金､鋳造用プバ/t,TlクTjム合金

2 屈.曲バ⊥

(1) 不鋳鋼及び特殊鋼

く2) 金銀パ ラジウム合金 (金12%以上)

ィ バラタルバ二

ロ リ･ンガルバ†

260点

203点

178点

155点

144点

5点

10点

459点

355点

T富 ー

417点

19点

46点

707点

664点



-▲ヽ

(参考)

｢特定保険医掠捌 斗及びその材料価格 (材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医床材科料 (使用歯科材料料)の算定について｣の一部改正について

(傍線の部分は改正t,/IV)i)

改 正 後

(別紙 1)

材料料

MOIO 綿辿歯冠値櫨 (1個につき)■

1 14カラット金合金

(i) インレー

複雑なもの

(a)･4分の3冠

2 金鍵パラジウム合金 (金12%以上)

(1) 大日歯

'イ インレー

8 単純なもの -I

b 複雑なもの

ロ 5分の4冠

ハ 全部緋進冠■

(2) 小臼歯 .約位

. イ インレー

a 単純なもの

b 複雑なもの

ロ.-4分の3冠

ハ 5分の4冠

こ .全部妨進冠

3-41 川谷)

MOll 肌盟銚道冠 (1歯につき)

I 金銀パラジウム合金 (傘12%以上)を用いた蚊合

2-:i (略)

MO17 ボンティ.ツク (ダミー) (1世につき)

一1 併進ポンティック (ダミー)

(1) 金銀パラジウム合金 (金12%以上)

イ 大日酔

口 小臼歯

(2) (略)

2 金属題装ポンティック (ダミー).

【次の･1,1'料料 (金属材料料とレジン材料料を含む｡)と人工歯札との合計により安定する._)

盟旦底

533点

､塾息

とヱ旦基

三辺生息
呈旦⊇.畠

塾点

上⊇旦基

由

些串
29A点

皇巨星丘

現 行

指lJ湖:･1)

材料料

MOIO 抄造歯冠修復 (1個につき)

1 14舟ラー.yト金合金

(1) インレー｡

複雑なもの

(2) 4分の3冠

芦 金銀パラジウム合金 (傘12U/o以上)

(1) 大臼歯

イ インレー

a 単純なもの

b 複雑なもq)

ロ 5分の4冠

ハ 全部鋳連記

(a) 小臼歯 .'前歯

イ インレー

a 単純なもの

b 複雑な一もの ､

ロ 4分の3冠

ハ.5分の主題

二 全知貼造冠

3-4 .(略)

MOll 前装鋳造冠 (1歯につき)

1 金銀パラジウム合金 (金12%以上).主用いた場愈

2- 3 (略)

MO17 ボンティ3,ク'(ダミー)I.(1世につき)

1 鋳造ポンティック (ダミー)

(1) 金銀パラジウム合金 (金ユ2%以上)..

'イ 大臼歯

口 小■臼歯

(2) .(略) ､

2 金属姦並ポンティック (ダミー)

〔次の材料料 (金属材糾 叶とレジン材糊 SIを含む.)と人=脚:E,I:の合計により.講'正一L]-,:,.,〕

蓋 し

all.IL(.

_LGL.llLミ

.』遁
I-illrl:,-.

1SI.-i.!l丘

j且主よ



(1) 14カラット金合金

く2) 金銀パラジウム合金 (金12%以上)

イ 前歯･.

ロ 小臼歯

(3) (略)

3 前肢鋳造ポンティック (ダミー)

(i) 金銀/i･ラジウム合金 (金12%以上)を用いた場合

(2) (疏

MO20-餌由鈎 (1個に37き)

1 14カラット金合金

(1) 双歯飼

､ ィ 大 ･小臼歯

口 犬歯 ･小臼歯

(2) 両盟駒 (レス トつき)

イ 大臼歯

口 犬歯 ･小臼歯

ノ,l 前歯 (切脚

2 -金銀パラジウム合金 (金12%以上)

(1) 双歯駒

イ 大 り｣､臼歯

口 犬歯 ･小臼歯

(2) 両翼鈎 (レス トつき)

イ 大臼歯

口 犬歯 ･小臼歯

ハ 前歯 (切歯)

3 (略) ◆

MO21 線釣 (1個につき)

1 (略)

2 14カラット金合金

(1) 双歯約

(2) 両親釣 (レストつき)

A/主023 パ二 (1個につき)

1 鋳造パー

(1) 金銀パラジウム合金 (金12%以上)

(2) (略)

2 屈曲ji-

(1) (略)

(2) 金銀パラジウム合金 (金12%以上)

イ パラタルバー

-ロ リンガルバー

皇旦旦基

A;32I.LIL

166点

盟主基

旦旦三島
旦皇旦丘

旦LS_.良

旦旦邑基
匙迫畠

旦邑旦基

呈旦旦点

上ヱ旦点

上亘萱虚

ii4.畠

旦皇ヱ畠

(1) 14カラット金合金

(2) 金銀パラジウム合金 (金12%以上)

･イ 前歯

口 小臼歯

(3) (略1

3 前装紗悲ポンティック (ダミー)

く1) 金銀パラジウム合金 (金12%以上)を用いた場合

(2) (紘)

MO20 鋳造鈎 (1個につき)

.1 14カラット金合金

.(1) 双歯鈎 ｣

イ 太 り｣､臼歯

口 犬歯 .小臼歯

(2) 両翼鈎 (レス トつき)

一イ 大臼歯

口 犬歯 ･/ト臼歯

/) 前歯 (切歯)

2 金銀パラジウム合金 (金12%以上)I

(1) 双歯約

イ 大 ･小臼歯

口 犬歯 ･小臼歯

(2) 両張鈎 (レス ト-31き)

イ 大臼歯

口 犬歯 ･小臼歯

ハ 前歯･(切歯) ■

ヨ (略)

MO21 線鈎 (1個につき1)I

1 (略)

2 14カラット金合金

(1) 双歯約

(2) 両翼鈎 (レストつき)

MO23 バー (1個につき)

1 鋳造パー

(1) 金銀パラジウム合金 (金12%以上)

(2) (略)

2 屈曲パー

(1) (略) l

(2) 金銀パラジウム合金 (金12%以上)

イ パ ラタルバー

ロ リ.ンガルパー


